
広報しかべ　令和４年２月号11

　町では、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種を接種した対象となる町民の方に接種料金の助成を行ってい

ます。令和３年４月に個別通知をした対象者の方は、接種を受けられましたか。令和４年３月３１日までの

接種分が対象となりますので、お早めに接種されますようお知らせします。

高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種をお忘れではありませんか？

①　令和３年度に各年齢となる方

②　満６０歳以上６４歳までの心臓疾患、腎臓疾患、呼吸器疾患等の内部障害で身体障害

者手帳１級を所持している方

　※ただし、過去に高齢者肺炎球菌ワクチン（２３価肺炎球菌ワクチン）予防接種を受

けたことがある方は、対象外となります。

対象

令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの接種分助成期間

１回の接種につき５，０００円

※１回の接種料金が５，０００円に満たない場合は、自己負担いただいた費用を助成しま

す。また、生活保護世帯の方は全額町負担とします。

助成金額

令和４年４月８日（金）まで
軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍

助成手続期限

【町内の医療機関での接種】
　①医療機関へのワクチン接種の予約を各自で行ってください。

　②町内医療機関用予診票を持ち、医療機関で接種してください。

　③接種料金のうち、町助成分を差し引いた差額分のみ医療機関窓口でお支払いくだ

さい。（役場での手続きはありません。）

【町外の医療機関での接種】
　①医療機関へのワクチン接種の予約を各自で行ってください。

　②事前に役場保健福祉課で「接種依頼書」の交付を受けてから医療機関で接種を受

け、接種料金の全額をお支払いください。

　③役場保健福祉課で接種費用助成金申請をしてください。

　　持ち物：領収書、印鑑、預金通帳の口座番号・名義人がわかるもの

接種・助成

手続方法

※お問い合わせ先　役場保健福祉課　保健推進係（℡：７－５２９１）

昭和３１年４月２日～昭和３２年４月１日６５歳

昭和２６年４月２日～昭和２７年４月１日７０歳

昭和２１年４月２日～昭和２２年４月１日７５歳

昭和１６年４月２日～昭和１７年４月１日８０歳

昭和１１年４月２日～昭和１２年４月１日８５歳

昭和　６年４月２日～昭和　７年４月１日９０歳

大正１５年４月２日～昭和　２年４月１日９５歳

大正１０年４月２日～大正１１年４月１日１００歳

こんにちは保健師ですこんにちは 保  健  師 です。。
ほ けん し

　今月の担当は、平野　悠です。
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階段の上り下りや、
体を動かしたときに
息切れがする。

慢性的なせき・痰、
息苦しさがある。

禁煙
タバコを吸い続ける
限り病気は進行しま
す。気づいた時点で
禁煙しましょう

COPDの方は炎症によって気管や気管支などの粘膜が傷ついているため、ウイルスや細菌
など病原体に感染しやすくなっており、インフルエンザや肺炎にかかった時は重症化する
危険があります。日頃から手洗い等の感染予防に努め、インフルエンザや肺炎球菌の予防
接種を受けておきましょう。

薬物療法 呼吸リハビリテーション
主に吸入するタイプ
の気管支を広げる薬
を使います。

口すぼめ呼吸や腹式
呼吸などでできるだ
け息切れを起こさな
いための呼吸の仕方
を覚えます。

病状が進行した場合
は、酸素ボンベ等を
用いて酸素を供給し
ます。

酸素療法

呼吸が十分に行われているかを調べる「呼吸機能検査」を行います。

　COPDとは、Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseの略で、「慢性閉塞性肺疾患」と呼ばれ、従来、
慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称です。
　COPDは、長年の喫煙習慣のある方に多い生活習慣病です。たばこの煙などの有害物質を長期に吸い込
むことにより、空気の通り道である気道（気管支）や、酸素の交換を行う肺（肺胞）などに炎症が起き、
その結果、気管支は狭くなり、肺胞は壊れ、呼吸がしにくくなる病気です。
　COPDは、進行すると、呼吸不全や心不全を起こし、全身性の炎症、骨粗鬆症、糖尿病などを併発しや
すいといわれてます。
　COPDは早期発見・早期治療が大切になります。喫煙歴があり、気になる症状がある場合は、呼吸器内
科を受診しましょう。

※町では、高校生以下の方と満65歳以上の方を対象にインフルエンザ予防接種の接種料金を助成していま
　す。詳細については、広報11月号折込チラシをご覧いただくか役場保健福祉課　保健推進係へお問い合
　わせください。
※町では高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の接種料金を助成しています。詳細については次のページをご
　覧いただくか役場保健福祉課　保健推進係へお問い合わせください。

※お問い合わせ先　役場保健福祉課　保健推進係（℡：７－５２９１）


